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我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）（パブリックコメント案） 

 

はじめに 

 

地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。今年公

表された、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第 4次評価報告書では、近年の地球温
暖化が化石燃料の燃焼等の人間活動によってもたらされたことがほぼ断定されており、長

期的には、現在増え続けている地球全体の温室効果ガスの排出量を早期に減少傾向にもっ

ていく必要があるとされている。 

 

国際的な温暖化対策の取組の第一歩としての京都議定書が、いよいよ来年から第一約束

期間を迎える。日本は京都議定書で約束した 6%削減目標の確実な達成にむけて、総力を挙
げて取り組む必要がある。さらに、我が国は「2050年までに世界全体の排出量を現状より
半減する」という長期目標を提唱しており、将来の低炭素社会の構築に向けて、国際的な

リーダーシップを発揮していくことが求められている。 
 
低炭素社会の構築に向けては、産業、運輸、業務、家庭といったあらゆる分野において、

市民、企業等の社会の構成員が主体的に排出削減を進めていくことが必要となる。このよ

うな主体的な取組を促進するための手法の一つとして、近年、「カーボン・オフセット」が

注目され、内外で様々な取組が進みつつある。 
例えば、2005 年のグレンイーグルズ・サミットや、2006 年のトリノオリンピックとい
った国際的なイベントで「カーボン・オフセット」が行われ注目を集めたり、欧米ではカ

ーボン・オフセットを組み込んだ商品やサービスの普及が進んでいる。 
 
我が国においても、「カーボン・オフセット年賀」が発売されるなど、取組が始まってお

り、今後、地球温暖化対策の重要性を社会にアピールし、個人・自治体・企業等にとって

自ら温暖化対策に貢献するための手段を提供する新たな手法として、大きく展開すること

が期待されている。 

 

資料 1 
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１. カーボン・オフセットのあり方に関する指針を検討する背景 

 

（１）カーボン・オフセットとは 

 
 カーボン・オフセットとは、市民、企業等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排

出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量

について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量（以下「クレジット」と

いう）を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクト、活動等を

実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。 
英国を始め EU、米国、豪州等での取組が活発であり（詳細は別紙 1を参照）、我が国で

も民間での取組が始まりつつある。 
この定義によれば、カーボン・オフセットとは、例えば政府や事業者が温室効果ガスの

排出削減目標を遵守するために補足的に京都メカニズムのクレジットを利用することも含

まれるが、本指針においては、個人、事業者、政府、自治体等が国民運動や公的機関の率

先的取組の一環として温室効果ガスの排出量削減・吸収量増加に貢献するために主体的に

行うものを対象とする。 

 

（２）カーボン・オフセットの推進の意義及び期待される効果 

 

（市民、企業等の主体的な削減活動の実施を促進すること） 
カーボン・オフセットの取組を推進する意義の第一は、市民、企業等の社会を構成する

者が地球温暖化問題は自らの行動に起因して起こる問題であることを意識して、これを「自

分ごと」と捉え、主体的に温室効果ガスを削減する活動を行うことを促進することにある。 
市民、企業等は、まず自らの温室効果ガスの排出量を認識することで、削減が可能な分

野を特定でき、排出削減を行う意欲を高めることができる。また、どうしても一定量の排

出をせざるを得ない部分について、カーボン・オフセットの取組を活用し、クレジットを

購入することなどを通じて、その排出分を埋め合わせることとなり、温室効果ガスの排出

がコストであることを認識することとなる。 
このように、カーボン・オフセットの取組は、市民、企業等の社会の構成員に、その主

体的な削減取組を促進すること、また、地球環境問題に関心を有する市民、企業等の社会

の構成員が自ら貢献する機会を提供することができる。 

また、さらなる大幅削減を実現するためには、カーボン・オフセットの取組を通じて温

室効果ガスの排出がコストであるという認識を経済社会に組み込み、気候変動リスクを低

減する低炭素社会のバックボーンを形成し、カーボン・オフセットから「カーボン・ニュ

ートラル（炭素中立）」、さらに「カーボン・マイナス」にまでつなげていくような気運を

醸成することになると期待される。 
 

（国内外の温室効果ガスの排出削減・吸収や公害対策、持続可能な開発を実現するプロジェ

クトの資金調達への貢献） 

カーボン・オフセットの取組を推進する意義の第二は、国内外の排出削減・吸収を実現
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するプロジェクト、活動等の資金調達に貢献することにある。カーボン・オフセットの取

組は、市民、企業等が国内・国外で実施する、温室効果ガスの排出削減・吸収を実現する

プロジェクトへの投資につながり、これらのプロジェクトの実施に資金面で貢献する機会

を提供することができる。 
特に、途上国においては、近年、経済成長に伴い、大気汚染、水質汚濁、廃棄物管理と

いった公害問題が深刻化している。例えば、風力・水力発電所の建設による化石燃料使用

の削減やごみの収集・分別や適正な処理の促進といったようなプロジェクトは、公害問題

の改善と温室効果ガスの排出削減といった二つの効果を同時に実現することができる。こ

のようなプロジェクトは、途上国においてもニーズが高いものの現状では十分にファイナ

ンスされていないことから、カーボン・オフセットを通じた資金面での貢献が期待される。 
 
（３）カーボン・オフセットの課題 

 

カーボン・オフセットには（２）に示されるような効果が期待されるが、カーボン・オ

フセットの取組を進めていく上では課題もある。 

 

（カーボン・オフセットの取組に対する認識の向上、取組の促進） 

まず、市民、企業等に対し、広くカーボン・オフセットの取組に関する理解を広めると

ともに、その取組を促進する必要がある。 

カーボン・オフセットの取組は、欧米では広く実施されているが、我が国においてはま

だ緒についたばかりであり、その効果を実現するためには、幅広くカーボン・オフセット

の取組の概念やその事例等の情報を幅広く提供するなどし、市民、企業等の認識を高めて

いく必要がある。 

また、カーボン・オフセットの取組を意識した市民、企業等が取り組みやすくするよう、

カーボン・オフセットの取組に関する情報が幅広く共有されるようにすることが必要であ

る。 

 

（カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保） 

 

次に、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保することが必要である。 

例えばカーボン・オフセットの取組が先行した英国等においては、オフセットするため

の削減活動が実質的な温室効果ガスの削減に結びついていない事例等が指摘されている。

また、オフセットをすれば排出削減努力をしなくてもよいという考え方が流布する懸念も

ある。 

これらの点を含め、国内外の事例分析の結果から、カーボン・オフセットの取組に対す

る信頼性を確保するための課題としては、以下の事項が挙げられる。 
 

① オフセットの対象となる活動に伴う排出量を一定の精度で算定する必要があること 
② オフセットに用いられるクレジットを生み出すプロジェクトの排出削減・吸収の確
実性・永続性を確保する必要があること 
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③ オフセットに用いられるクレジットのもととなる排出削減・吸収量が正確に算定さ
れる必要があること 

④ オフセットに用いられるクレジットのダブルカウント（同一のクレジットが複数の
カーボン・オフセットの取組に用いられること）を回避する必要があること 

⑤ オフセット・プロバイダーの活動の透明性を確保する必要があること 
⑥ オフセットが、自ら排出削減を行わないことの正当化に利用されるべきではないと
の認識が共有される必要があること 

 

 
これらの期待される効果の実現を図るとともに、各種の課題に対応するため、有識者か

らなる「カーボン・オフセットのあり方に関する検討会」を設置し、国内外の事例調査、

各国政府の動向等を踏まえ、我が国におけるカーボン・オフセットのあり方に関する指針

等を明確化することとした。 
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２.カーボン・オフセットのあり方に関する指針を策定する目的 

 
我が国におけるカーボン・オフセットの基本的なあり方を定めるととともに、我が国に

おいてカーボン・オフセットの取組を促進するため、本指針策定の目的として、次の 3点
を掲げる。 
 
（１）カーボン・オフセットに関する理解の普及 

 
本指針を策定する目的の第一は、カーボン・オフセットに関する考え方を整理し、その

理解を広めることである。 
カーボン・オフセットに対する関心は急速に高まりつつあり、自らの排出量の認識と削

減努力の必要性、オフセットに用いられるクレジットの確実性・永続性等、カーボン・オ

フセットのあり方について整理するとともに、その内容をわかりやすく示すことが重要と

なる。 
 
（２）民間の活力を生かしたカーボン・オフセットの取組の促進と適切かつ最小限の規範の提示 

 
 本指針を策定する目的の第二は、カーボン・オフセットの適切な推進のために当面必要

となる、適切かつ最小限の規範を示すことにより、民間や自治体等の積極的な取組や創意

工夫を促し、健全で安定したシステムを形成することである。 
 この実現のためには、オフセットを行いたい者に対し積極的にさまざまなカーボン・オ

フセットの取組を提案していく企業、NPO等のビジネス・民間ベースの活力が欠かせない。
カーボン・オフセットについては、商品・サービスと一体のものとして市場を通じて広く

第三者に流通するものから、自治体、NPO等の取組として市場は通さず特定者間のみで実
施されるものまで含めて、幅広い積極的な取組が期待される。このような企業、NPO等の
活力を維持・拡大しつつ、カーボン・オフセットの信頼性を確保できるよう、バランスに

配慮した規範の確立が必要である。 
 
（３）カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保 

 
 本指針を策定する目的の第三は、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保す

ることである。 
カーボン・オフセットの取組は、商品・サービスと一体のものとして市場を通じて広く

第三者に流通するものもあれば、自治体、NPO等の取組として市場は通さず特定者間のみ
で実施される場合もある。そのような態様に応じて、必要とされる取組やそのレベルは異

なるものの、適切な基準の設定等により信頼性を確保することが重要である。 
特に、カーボン・オフセットの取組のうち市場に流通するクレジット、商品・サービス

等については、カーボン・オフセットの取組を実施したい者に対してより多くの削減の手

段が提供されることを確保するという観点から、カーボン・オフセット関連市場の健全な

育成を図ることが必要である。 
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このため、①オフセットの対象となる排出量の算定、②排出削減・吸収量の確実性や永

続性、③オフセットに用いられるクレジットのダブルカウント、④取組の透明性といった

課題を解決し、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を高める。 
 
（４）カーボン・オフセットの取組を促進する基盤の確立 

  
本指針を策定する目的の第四は、カーボン・オフセットの取組を促進する基盤の確立で

ある。 
カーボン・オフセットの取組のうち、特に、商品・サービスと一体のものとして市場を

通じて広く第三者に流通するもの、市場を通じて第三者に流通するクレジットを活用した

ものについては、関係者が多くなることから信頼性の確保が特に重要であり、①クレジッ

トの第三者認証システムの構築、②埋め合わせ（オフセット）の手続、③クレジットのダ

ブルカウントを防ぐための管理簿（レジストリ）の整備、④カーボン・オフセットの実施

に際しての透明性の確保、⑤カーボン・オフセットを実現する商品・サービスの認定シス

テムの構築等について、公的機関も含めた取組が必要である。このため、本指針において

は、これらの基盤の確立について方向性を示す。 
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３.我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針） 

 

2 で掲げた目的を実現するための指針として、以下の各事項を示す。カーボン・オフセ
ットの取組は、以下の各事項を満たして行われることが望ましい。 
 

（１）カーボン・オフセットの基本的要素と類型 

 
 （カーボン・オフセットの基本的要素） 

1(1)にあるとおり、カーボン・オフセットとは、市民、企業等の社会の構成員が、自ら
の温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が

困難な部分の排出量について、クレジットを購入すること又は他の場所で排出削減・吸収

を実現するプロジェクト、活動等を実施すること等により、その全部又は一部を埋め合わ

せることをいう。 
このカーボン・オフセットの取組の基本的な要素は、以下のとおりとなる。 

 
① 自らの行動に伴う温室効果ガスの排出量の認識 
② 個人・企業等による排出削減努力の実施 
③ ①②によっても避けられない排出量の把握 
④ 上記③の排出量の全部又は一部に相当する量を、他の場所における排出削減量・吸収量
によって埋め合わせ（オフセット） 

 
この指針においては、これらの基本的要素について、必要な事項を示す。 

 
（カーボン・オフセットの主な類型） 
カーボン・オフセットについては、さまざまな取組が実施又は計画されているが、主な

類型としては、①市場を通じて広く第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オ

フセット、②市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセットの二つに大

別される。 
 

（① 市場を通じて第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセット（市場流通

型）） 

このうち、市場に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセットについては、概

ね以下のような３つのタイプが考えられる。 
 
１）商品使用・サービス利用型オフセット 

個人、企業等が商品を使用したり、サービスを利用したりする際に排出される温室効果

ガス排出量について、当該商品・サービスと併せてクレジットを購入することでオフセッ

トするもの（個人、企業等は、オフセットに要する費用を含む商品・サービスを任意で購

入）。 
（例）・家庭やオフィスの電気製品等であってクレジット付きのものの購入やリース 
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商品・サービスを提供する企業等のプロセス

排出量の全部又は一部に相当する

量に相当するクレジットを商品・

サービスに付加して販売(消費者

が任意に選択可能) オフセットプ

ロバイダー

（オフセット

クレジットの

提供、オフ

セットの支援

サービス提供

排出量算定支援

サービス

（公的機関により基

本的・標準的な算

定手法を提供）

温室効果ガス

の排出削減・

吸収プロジェ

クト

民間の第三者機関

認証

消費者がオフセット

付きのサービス・商

品を購入(商品・

サービスの利用に

相当する排出量を

オフセット)

民間の第三者機関

認定

クレジット

 
（図 1 商品使用・サービス利用型オフセットのプロセスの一事例） 

 
２）会議・イベント開催型オフセット 

国際会議やコンサート、スポーツ大会等の主催者がその開催に伴って排出される温室効

果ガス排出量をオフセットするもの（費用は主催者又は参加者が自己負担）。 
（例）・会議やイベント等での電気使用や出席者の移動等による温室効果ガス排出量のオ

フセット 
 

３）自己活動型オフセット 

個人、企業等が、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトからのクレジット

を購入することで、自らの活動に伴って排出される温室効果ガス排出量をオフセットする

もの（費用は個人、企業等が自己負担）。 
（例）・企業の本社ビルの電気使用等に伴う温室効果ガス排出量のオフセット 

市民、企業等又は会議、イベント等の

オフセットプロセス

③ ①②によっても避けられない排

出量の把握

④上記③の排出量の全部又は一部

に相当する量を他の場所における

排出削減量・吸収量（クレジッ

ト）によって埋め合わせ（オフ

セット）

②市民、企業又は会議・イベント主催

者、参加者等による排出削減努力の

実施

オフセットプロバイダー

（オフセットクレジットの提供、オフ

セットの支援サービス提供等を行う事

排出量算定支援サービス

（公的機関により基本的・標

準的な算定手法を提供）

①自らの温室効果ガスの排出量の認

識

民間の第三者機関

認定

温室効果ガス

の排出削減・

吸収プロジェ

民間の第三者機関

認証

クレジット

 
（図 2 会議・イベント開催型オフセット又は自己活動型オフセットのプロセスの一事例） 
 
また、このような需要の高まりを受け、市民、企業等がカーボン・オフセットを実施す

る際に必要なクレジットの提供及びカーボン・オフセットの取組を支援又は取組の一部を
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実施するサービスを行うオフセット・プロバイダーと呼ばれる企業・ビジネスが出現・拡

大している。 
 

（② 市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセット（特定者間完結型）） 

 また、市場を通さずに特定者間のみで実施されるようなカーボン・オフセットの取組も

ある。これは、オフセットの対象となる活動から生じる排出量を、市場を通してクレジッ

トを購入することではなく、別途に排出削減・吸収活動を行ったり別途の排出削減・吸収

活動から直接クレジットを購入することによりオフセットするような取組である。 

市民、会議、イベント等のオフセットプロセ

ス

③ ①②によっても避けられない排

出量の把握

④上記③の排出量の全部又は一部

に相当する量を、他の場所におけ

る排出削減・吸収活動によって埋

め合わせ（オフセット）

②市民、会議・イベント主催者、

参加者等の排出削減努力の実施

排出量算定支援サービス

（公的機関により基本的・標

準的な算定手法を提供）

①会議、イベント全体の温室効果

ガスの排出量の認識

他の第三者

自ら実施する排出削減・

吸収活動による削減・吸

収量を認証

確認

 

（図 3 市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセットのプロセスの一

事例） 
 

（カーボン・オフセットの類型に応じた本指針の考え方） 

（２）以降のカーボン・オフセットのあり方に関する本指針の各事項を①市場を通じて

広く第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセット、②市場を通さずに特

定者間のみで実施されるカーボン・オフセットという二つの類型に適用するに当たっては、

①については市場を通した取組であり多くの者が関与することになることから、本指針の

各事項を適切に適用してカーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保することが特

に重要である。 
（３）以降の本指針の各事項は、①について適用するものとして記述する。②について

は、市場を通さないことから、本指針の各事項は、その基本的な考え方を参考にしつつ具

体的な取組の状況に応じて柔軟に運用することができる。その際オフセットの取組を進め

ようとする企業、自治体、NPO等の意欲や創意工夫を十分に活用しつつ、関係者間で十分
カーボン・オフセットの取組に対する信頼性が確保されるよう、適切な配慮がなされる必

要がある。 

 

（２）温室効果ガスの排出削減努力の実施 
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（温室効果ガスの排出削減努力の実施） 

 温室効果ガスの排出削減努力をどのように行うかは、オフセットを行おうとする者が創

意工夫を発揮して主体的に決めるものであり、オフセットを行おうとする者が、まず、自

らの排出量を認識した上で、可能な限り排出削減努力を実施することが望ましい。 
しかし、カーボン・オフセットの取組を推進する意義に鑑みれば、カーボン・オフセッ

トを行おうとする者は柔軟に排出削減努力を行うことができる。 
また、カーボン・オフセット型の商品・サービスが不特定多数を対象とする場合など、

排出削減努力の実施を担保することが実際上困難である場合には、消費者に対し、カーボ

ン・オフセットに際しての排出削減努力の重要性を伝える等の啓発を積極的に行うことが

重要である。 
 
 （温室効果ガス排出量の「見える化」の推進） 
 市民、企業等が主体的に排出削減を実施するためには、まず、自らの活動の中でどれく

らい温室効果ガスを排出しているかを知ることが必要である。言い換えれば、温室効果ガ

ス排出量の「見える化」である。 
 温室効果ガス排出量の「見える化」を進めるため、市民、企業等のさまざまな活動に伴

う標準的な排出量の算定方法や算定結果に関する情報を始め、「見える化」情報を市民、企

業等に提供する必要がある。 
 排出削減の手法は、削減を行おうとする者によって、実施しやすいものから困難なもの

までさまざまなものがある。自らがどのような形で温室効果ガスを排出しているかを知る

ことにより、削減を行おうとする市民、企業等は、自らの生活や事業活動の状況にあわせ

て排出削減の手法を選ぶことができる。 
 
 （排出削減の手法の明示） 
市民、企業等が排出削減を適切に実施するため、「見える化」に加え、生活・事業活動の

場面に応じてどのような排出削減の手法があるのか、それぞれの手法によってどの程度の

削減が可能なのか等について有用な情報を明示・周知する必要がある。 
 
（３）カーボン・オフセットの対象とする活動からの排出量の算定方法 

 
 （カーボン・オフセットの対象とする活動の範囲） 
カーボン・オフセットにより埋め合わせる対象となる活動の範囲（バウンダリ）は、原

則として、オフセットを行おうとする者が主体的に選ぶものである。カーボン・オフセッ

トのバウンダリはなるべく広めにとることが望ましいが、カーボン・オフセットの取組を

推進する意義に鑑みれば、カーボン・オフセットを行おうとする者が自らの活動状況に合

わせて柔軟かつ多様な形でカーボン・オフセットの取組が行えるようにすることが効果的

である。 
カーボン・オフセットの取組を広め、市民、企業等の主体的な排出削減を促していくた

め、具体的なカーボン・オフセットの取組に事例を踏まえ、公的機関が、カーボン・オフ
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セットの類型ごとにどんな活動がオフセットの対象になりうるのか、多くの具体的な事例

を示すことが有効である。 
 例えば、英国グレンイーグルズでの2005年の G８サミットがカーボン・オフセットで開
催されたことが広く知られている。具体的には、参加者の移動による排出分、国内での会

合によるエネルギー消費による排出分、代表団の宿泊によるエネルギー消費による排出分、

国内での会合による廃棄物からの排出分等がオフセットされた。 
 

（カーボン・オフセットの対象とする活動から生じる排出量の算定方法） 
 カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保を推進するためには、対象とする活

動から生じる排出量の算定方法について、公的機関が基本的かつ簡易な手法を提示するこ

とが有益である。これは、一定の活動について異なる排出量が用いられていると、オフセ

ットを行おうとする者は自らの活動から生じる排出量が確実にオフセットされているかど

うか確信がもてず、ひいてはカーボン・オフセットの取組自体の信頼性を低下させること

になるためである。 
 
（４）カーボン・オフセットに用いられる排出削減・吸収量（クレジット） 

 

 （カーボン・オフセットに用いられるクレジットの性質） 

 カーボン・オフセットに用いられるクレジットについては、カーボン・オフセットの取

組に対する信頼性を確保するため、①確実な排出削減・吸収があること、②温室効果ガス

の吸収の場合その永続性が確保されていること、③同一の排出削減・吸収が複数のカーボ

ン・オフセットの取組に用いられていないこと等の一定の基準を満たしていることが必要

である。 

 カーボン・オフセットに用いられるクレジットがこの基準を満たしていることを確保す

るため、第三者機関による認証が行われていることが必要である。また、当該第三者機関

の能力等について、公的機関が確認する仕組みが必要である。 

 

（カーボン・オフセットに用いられるクレジットの種類） 

上記の一定の基準を満たすクレジットとしては、気候変動枠組条約の京都議定書に基づ

いて発行される京都メカニズムクレジット、環境省が 2005 年から実施している自主参加
型国内排出量取引制度（以下「JVETS」という）で用いられる排出枠があげられるが、こ
れ以外にも上記の一定の基準を満たす VER（Verified Emission Reduction）等のクレジッ
トがあればこれを用いることができる。 
 この一定の基準は公的機関が検討・策定する必要があるが、その検討・策定に当たって

は、米国、欧州等で VERに関するさまざまな基準も参考となる。 
 

（カーボン・オフセットに用いられるクレジットの管理） 

カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するため、カーボン・オフセットに

用いられる同一のクレジットが、複数のカーボン・オフセットの取組に用いられないこと

を確保する必要がある。 
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例えば国際的に流通する京都メカニズムクレジットは、京都議定書に基づいて加盟国等

が整備する電子システムである国別登録簿によって同一番号の京都メカニズムクレジット

の二重記録等を防止している。また、我が国における JVETS、米国、欧州等の VERにつ
いても、同様の電子システムの整備が進んでいる。 
我が国においても、これらの状況を踏まえつつ、公的機関等が必要な基盤整備を行うこ

と等の取組が必要である。 
 
（５）オフセットの手続 

 
（オフセットの手法） 

カーボン・オフセットの取組を行うためには、市民、企業等の社会を構成する者が、生

活や事業活動等から生じる排出量の全部又は一部を、他者が実現した排出削減・吸収活動

から生じるクレジットにより埋め合わせる必要がある。 
クレジットの埋め合わせに当たっては、カーボン・オフセットに用いたクレジットが転

売されたり他の活動のオフセットに用いられるなど、当該オフセット以外の用途に用いら

れることがないよう、管理されたシステム上で無効化する必要がある。 
この際、京都メカニズムクレジットをオフセットに用いることとし、国別登録簿上で償

却した場合、日本の京都議定書第 3条に基づく約束（日本の場合、基準年総排出量比－6%）
の達成に寄与することとなる。 
 

（オフセットが実現されるまでの期間） 

 カーボン・オフセットの取組を実施するためにクレジットを無効化する主体は、オフセ

ットの類型により、①カーボン・オフセットの取組を行う者自身、②クレジットの提供、

カーボン・オフセットの取組の支援等を行うオフセット・プロバイダー、③オフセットに

係る商品・サービスを提供する者等が考えられる。 
いずれの場合についても、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するため、

オフセットの対象となる活動からの排出があってから又はオフセットを実現するサービ

ス・商品が購入されてから一定期間内に、実際にクレジットを無効化し、カーボン・オフ

セットを実現する必要がある。 
 どの程度の期間内とすべきかについては、カーボン・オフセットの取組の形態によって

異なる。例えば、カーボン・オフセットに対する信頼性を確保するため、サービス利用・

商品使用型オフセットや会議・イベント開催型オフセットについては、本来であればただ

ちにクレジットを無効化することが望ましい。しかし、現時点において我が国で流通する

クレジットの量が限定的であるため、無効化までの期間が短いとカーボン・オフセットの

取組の広がりが阻害されかねないという状況に鑑み、当面は、遅くとも半年から一年以内

にオフセットを実現することが望ましい。 
 他方、温室効果ガスの排出削減・吸収プロジェクトへの資金提供に意義を見いだす市民、

企業等が行うカーボン・オフセットの取組の場合には、可能な限り早急に無効化する必要

があるが、無効化までの期間が一年を超える場合もありうる。この場合には、無効化まで

の期間、資金の管理を確実に行うとともに、資金を提供する市民、企業等に対する説明・



 13

報告責任の実行等が透明性の確保を適切に行う必要がある。 
 
（６）カーボン・オフセットの実施に際しての透明性の確保 

 

 カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するためには、カーボン・オフセッ

トの取組に係る透明性を高めること、また、カーボン・オフセットに用いられるクレジッ

トやカーボン・オフセットを実現する商品、サービス等を購入する消費者に対し十分な説

明がなされることが必要である。 

オフセット・プロバイダー、カーボン・オフセットを実現する商品、サービス等を提供

する者は、オフセットの対象活動の範囲（バウンダリ）、対象活動からの排出量とオフセッ

トに用いるクレジット量、カーボン・オフセットを実現する商品、サービス等の内容、ク

レジットを生成する排出削減・吸収活動の内容や結果、オフセットが実現するまでの期間、

オフセット関連事業の収支等のうち必要な情報を公開することが求められる。 

この透明性の確保に関する基準については、具体的なカーボン・オフセットの取組の事

例を踏まえ、公的機関が検討・策定する必要がある。 

 
（７）カーボン・オフセットに関する第三者認定とラベリング 

 

（カーボン・オフセットに関する第三者認定） 

 カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するため、（1）に示した①サービス
利用・商品使用型オフセットのサービス・商品、②自己活動型オフセット、③会議・イベ

ント開催型オフセットは、本指針の各事項に関する一定の基準を満たしていること等につ

いて第三者機関による認定を受けていることが望ましい。 
 この第三者機関による認定の基準は公的機関が検討・策定する必要があるが、その検討・

策定に当たっては、米国、欧州等の事例が参考となる。 
 

（カーボン・オフセットに関するラベリング） 

カーボン・オフセットの取組に関する信頼性を確保するとともにそれを市民、企業等に

広く知らしめることでカーボン・オフセットの取組を促進するため、カーボン・オフセッ

トに関する第三者機関による認定を受けたサービス・商品、企業、会議・イベント等は、

当該認定を示す一定のラベリングを行えるようにすることが望ましい。 
 このラベリングのあり方は公的機関が検討・策定する必要があるが、その検討・策定に

当たっては、米国、欧州等の事例が参考となる。 
 
 なお、この2の各項に示されている基準、認証システム等については、速やかに検討の
上、パブリックコメント等意見募集の手続を経て公表することとする。 
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４．我が国におけるカーボン・オフセットの取組に対する支援のあり方について 

 
2 で示したように、本指針を策定する目的の第一は、カーボン・オフセットの取組を推
進することにより、市民、企業等の社会を構成する者による主体的な削減活動の実施を促

進していくことにある。しかし、1 で示したように、我が国におけるカーボン・オフセッ
トの取組はまだ緒についたばかりであることから、これまでの指針の提示、基準の策定、

排出削減手法の明示、排出量算定方法の提示等に加え、以下に示すような支援を行い、そ

の普及を図る必要がある。 
 

（カーボン・オフセットに関するプラットフォームの創設） 

カーボン・オフセットに関する正しい理解を普及するとともに、カーボン・オフセット

の取組を行いたい者の間の情報交換やマッチング、カーボン・オフセットの取組に関する

相談・支援等を行うカーボン・オフセットに関するプラットフォームを創設する。 
 

（カーボン・オフセット事業モデルの公募・表彰） 

市民、企業等の生活や事業活動のさまざまな場面にカーボン・オフセットの取組が広ま

るよう、さまざまなアイデアを公募し、市民、企業等への広がりが期待できる、主体的な

削減活動の実施促進に効果がある等の優れたモデルを表彰する。 
 

（カーボン・ニュートラルの推進） 

 さまざまな主体が自らの活動に伴う温室効果ガスをすべてオフセットすることにより

「カーボン・ニュートラル（炭素中立）」を目指す自主的な取組を促進することにより、カ

ーボン・オフセットの取組を広く浸透させる。 
 
 
５．その他 

 

 本指針については、世界各国のカーボン・オフセット市場の動き、カーボン・オフセッ

トに関わる基準等の状況を踏まえながら、適宜見直しを行っていくことが望ましい。 
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【別紙１】 欧州、米国、豪州におけるカーボン・オフセットの動き 
 
世界銀行1及び米国の調査会社による市場調査2によれば、2005 年から 2006 年にかけて、

世界の VER（Verified Emission Reduction）市場は大きく拡大し、取引量は 6.0百万トン CO2/
年から 23.7 百万トン CO2/年と約 4倍に成長した（表 1）。また、今後も市場の拡大は進む
と予想されており、2010年には約 400百万トン CO2の取引量3、すなわち 2005年の京都メ
カニズムクレジット4市場を超える規模になるという予測もある。 

 
表 1. 世界の VER市場及び京都メカニズムクレジット市場の推移 

 

世界の VER 市場 参考： 京都メカニズムクレジット市場 

取引量 

（百万トン CO2） 

取引額 

（百万 US$） 

取引量 

（百万トン CO2） 

取引額 

（百万 US$） 

2005       6.0     44 約 360 約 2,700 

2006      23.7     91 約 500 約 5,400 

（出典：Ecosystem Marketplace, State of the Voluntary Carbon Markets 2007: Picking Up Steam, p.6 Table1、State and Trend of 

the Carbon Market 2007, p20 Table3） 
 
（１）英国の動向 

 
（カーボン・オフセットの取組が広まるきっかけ） 

英国における VER市場は、最近 5年間で大きく拡大した。英国では気候変動への関心は
元々高かったが、BBC 放送のドキュメンタリー番組“Climate Change”が国民の気候変動
対策への取組を促すきっかけになり、身近な取組としてカーボン・オフセットが普及した。

また、インターネットを介してクレジットを容易に購入できるようになったことも、普及

の一因としてあげられる。 
VER市場の拡大とともに、個人、企業等の取組を代行するオフセット・ブロバイダー5が

近年急増しており、現在では 60社程度存在すると見られる。 
 

（カーボン・オフセットの取組の現状） 

個人によるカーボン・オフセットの取組としては、例えば、海外旅行等における航空機

の利用や自動車の利用に伴う温室効果ガス排出量をオフセットするケースがある。また、

電気やガスの利用等の日常生活で家庭から排出される温室効果ガス排出量をオフセットす

                                            
1 The World Bank (2007) State of the trend of the carbon market 2007
（http://carbonfinance.org/docs/Carbon_Trends_2007-_FINAL_-_May_2.pdf） 

2 Hamilton K. et al., (2007). State of the voluntary carbon markets 2007
（http://ecosystemmarketplace.com/documents/acrobat/StateoftheVoluntaryCarbonMarket18July_Final.pdf） 

3 House of Commons (2007) The voluntary carbon offset market 
（http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmenvaud/331/331.pdf） 

4 CDM（クリーン開発メカニズム）や JI（共同実施）等、京都議定書に規定される京都メカニズムに基づいて発行され
るものであり、CER（CDMにより発行されるクレジット）、ERU（JIにより発行されるクレジット）等がある。 

5
一般的に、市民、企業等がカーボン・オフセットを実施する際に必要なクレジットの提供及びカーボン・オフセットの

取組を支援又は取組の一部を実施するサービスを行う企業を指す。 
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るケースもある。 
企業によるカーボン・オフセットの取組としては、自社ビルからの温室効果ガス排出量

のオフセットを実施している British Gas社等のエネルギー系の企業や HSBC（香港上海
銀行）等の金融機関の取組、そして BP 社等のように商品（ガソリン）販売の際に、その
消費分をオフセットできるサービスを提供している取組もある。 

 

（カーボン・オフセットの取組の規模） 

英国では、2006年に約 5百万トン CO2/年のクレジット（主に VERだが、一部 CERも含
む）がカーボン・オフセットを目的として取引されたと試算されている6。この試算によれ

ば、世界の VER取引量の約 1/4が英国に集中していると見られる。 
 

（政府等の取組） 

 英国環境・食料・農村地域省（以下「DEFRA」という）は 2007年 1月にカーボン・オ
フセットに関する自主規則の策定に乗り出した。自主規則を策定する目的は、消費者がオ

フセット商品を購入する際の透明性、信頼性を確保することにある。 
 自主規則案では、 
① 国際的な承認・検証方法がなく国際的な登録・取消基準がないこと等から VERを対
象としない 

② オフセット商品に対して品質マークを付与する 
③ 家計、民間、運輸、航空部門の排出削減を算出できるよう Carbon Calculatorと称す
る政府公認のデータベースを導入する 

④ 消費者に対し、オフセットの考え方の説明、オフセット用のクレジットの発行元とな
るプロジェクトの詳細、カーボン・オフセット用のクレジットの購入・無効化の状況

等について適切な情報開示を行うものとする 
⑤ オフセット・プロバイダーは英国のレジストリに口座を開設し、その取引状況を国が
管理する 

⑥ オフセット・プロバイダーは、消費者に商品を販売後 6か月以内に必要なクレジット
を調達しなければならない 

等の事項が規定されている。 
現在、自主規則案に関するパブリックコメントが終了した段階であり、2008年 1月に自
主規則を公表する予定となっている。 

 
これに対し、英国下院環境監査委員会（House of Commons Environmental Audit 

Committee：EAC）は、カーボン・オフセットに関係する 45の企業、組織を招聘し 5回
にわたる委員会での質疑を踏まえ、2007年 7月に『The Voluntary Carbon Offset Market』
という報告書を公表し、DEFRAの自主規則案への提言を行っている。 

EACの提言では、 
① ボランタリーなカーボン・オフセット市場は、排出削減の一手段としての機能と、市
民への気候変動に対する啓発という、二つの役割を果たすことができる。また、低炭

                                            
6 The CarbonNeutral Companyでのヒアリング結果 
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素技術への出資と発展途上国の技術革新につながるものである 
② 政府は、どのような対策を実行すれば企業が顧客のオフセット行動を促すようになる
のか、精査すべきである 

③ ボランタリーなオフセット市場における消費者行動の理解と評価のため、政府は早急
に調査を実施すべきである 

④ 政府は、企業がボランタリーなオフセット市場を活用する誘因を調査し公表すべきで
ある 

⑤ 政府は、カーボン・ニュートラルの定義を明確にし、監査・検証する基準を整え、い
かなるカーボン・ニュートラルという状態も正当化できるようにすることが重要であ

る 
⑥ 政府は、自主規則案又は品質マーク、又はその他の関連する政策でオフセット・プロ
バイダーによるプロジェクトの透明性を確保すべきである 

⑦ 商品・サービスとのパッケージ化販売については、品質マークがラベルビジネスに利
用されてはならないため、品質マーク適用の条件も議論されるべきである 

⑧ オフセット企業の提供するプロジェクトとクレジットに対して品質マークを認定す
る独立した団体が必要となる。 

等の事項が盛り込まれている。 
 
（２）米国の動向 

 

（カーボン・オフセットの取組が広まるきっかけ） 

カリフォルニア州は、産業の発展とともに環境問題が深刻化してきた経緯があり、カリ

フォルニア市民は他州に比べ環境への意識が高い。このため州政府も連邦に先駆けて環境

規制を導入してきたことから、オフセットについても市民の参加意識は高い。 
ＩＴ企業や個人向けのサービス業も、企業イメージの向上を目的に積極的に取り組んでい

る。 
 
（カーボン・オフセットの取組の現状） 

個人によるカーボン・オフセットの取組としては、個人向けのウェブサイトを利用し、

自家用自動車からの排出量のオフセット(オフセットの対価としてオフセット・プロバイダ

ーからステッカーを取得)や日常生活からの排出量をオフセットしている(オフセットの対

価としてオフセット・プロバイダーから冷蔵庫に貼るマグネットを取得)。 

企業による PR目的のカーボン・オフセットの取組としては、Googleやスターバックス
等の自社排出量をオフセットする取組があげられる。これらの企業のなかには、企業自身

がカーボン・ニュートラル宣言をするほかに、HSBCがオンラインバンキング利用者に対
してオンラインバンキング利用によって削減された紙の使用量に応じたオフセット商品を

提供するキャンペーンを実施し、Yahoo!が Greenウェブサイトの開設して個人の排出量測
定とオフセット・プロバイダーが提供するオフセット商品を購入できるサービスを提供す

るなど、自社のサービス・商品と連携したオフセット商品を提供するものも出てきた。 

 



 18

（カーボン・オフセットの取組の規模） 

米国の調査会社による市場調査7によると、世界の VER 市場の取引の大半は店頭取引
（Over the Counter：OTC）であり、2006年の市場規模は、シカゴ気候取引所（CCX）で 10.3
百万トン、それ以外で 13.4百万トン（合計で 23.7百万トン CO2）だった（表 2）。CCXを
含む米国市場の店頭取引の 43％は北アメリカのプロジェクトから供給されたものであり、
需要側の内訳では米国は 68％を占めている（残りは、EU28％、オーストラリア 10％、カ
ナダ 3％等）8。 

2007年 6月時点で、CCXは既に 2006年の取引量を越える 11.8百万トン CO2換算を取引
しており、今年は 20百万トン CO2換算に達すると予想されている9。 
 

表 2 世界の VER 市場の現状 

 2006 年（百万トン CO２） 2006 年（US 百万＄） 

Voluntary OTC オフセット市場 13.4 54.9 

CCX 10.3 36.1 

Voluntary 市場合計 23.7 91 

（出典：Ecosystem Marketplace, State of the Voluntary Carbon Markets 2007: Picking Up Steam, p.6 Table1） 

※ Over the Counter （OTC）：店頭取引 

 
米国では 50件程度のオフセットのウェブサイトがあるが、個人向けの主要なプロバイダ
ー5 社が市場シェアの大半を占めると言われている。企業向けのプロバイダーでは、大企
業と共同で地中炭素貯留（CCS）等の大規模プロジェクトの実施によってクレジット生成
に取り組む企業も出てきた。 
  

（政府等の取組） 

 米国環境保護庁（USEPA）は、Climate Leadersプログラムと称する自主的な排出削減
の取組を開始しており、2007年 11月時点で 148社が参加し自社目標の達成に取組んでい
る。2007 年中にオフセット方法論を完成させる予定であり、現在埋立地ガス回収、運輸、
家畜糞尿の嫌気性処理といった方法論のドラフトが公開され参加企業による試験的なプロ

ジェクトが実施されている。 
また、カリフォルニア州政府が設立した California Climate Action Registry（CCAR）

という非営利団体には、州内外の約 300 の企業や自治体、政府機関、NGO が参加し、う
ち数社は既にプロジェクトを実施している。来年 3月頃レジストリが整備された段階でク
レジットが登録される見込みである。CCAR も独自の方法論を策定しており、SF6、運輸
の効率改善といったプロジェクトタイプ別の方法論を随時開発していく予定である。連邦

政府、州政府共にオフセットに使用されるクレジットが一定基準を満たすよう、さまざま

な種類の方法論の構築に取り組んでいる。 
                                            
7 Hamilton K. et al., 2007. State of the voluntary carbon markets 2007 
（http://ecosystemmarketplace.com/documents/acrobat/StateoftheVoluntaryCarbonMarket18July_Final.pdf） 

8 調査は、88社のVERリテイラーに対して提供し、うち 68社から回答を得た。調査を実施したサプライヤーのうち、半数

は米国からの回答であった。（Ecosystem Marketplace, p.18） 
9 Ecosystem Marketplace, p,8 
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（３）豪州の動向 

 
（カーボン・オフセットの取組が広まるきっかけ） 

カーボン・マーケットの研究者によると、オーストラリアでカーボン・オフセットの取

組が急速に広まった理由としては、 
① ウスオーストラリア州における異常乾燥や大規模な森林火災、その火災の影響による
スモッグによる大都市の大気環境の悪化による市民の意識の高まり 

② メディア界で著名な Rupert Murdoch氏が経営する News Corporation Ltd.がカーボン・
オフセットすると宣伝したこと 

③ アル・ゴア米国元副大統領の映画「不都合な真実」の発表 
等があげられる。 
豪州のオフセット・ブロバイダーによれば、企業等がカーボン・オフセットを実施する

動機としては、地球温暖化対策の実施が遅れるとビジネスに影響がでること、オフセット

の実施が企業価値の向上につながること等があげられる。また、個人がカーボン・オフセ

ットを実施する動機としては、次世代社会が地球温暖化に脅かされることがないようにと

いう将来への懸念があり、実際オフセットしたことを表すグッズが好評だった。 
 

（カーボン・オフセットの取組の現状） 

個人によるカーボン・オフセットの取組としては、日常生活による自動車利用や家庭か

らの温室効果ガス排出量のオフセット等が行われている。 
また、企業の取組としては、Qantas航空や Virgin Blue航空等の航空会社が顧客向けに飛
行機利用分についてカーボン・オフセットを実施するサービスを提供している事例や

Origin Energy社等のエネルギー系の企業が商品（ガス）販売の際に、その消費分をオフセ
ットできるサービスを提供している事例等がある。 
豪州のオフセット用クレジットは、風力発電等の再生可能エネルギーの導入、エネルギ

ー効率の改善のプロジェクトがあり、森林プロジェクト（新規植林・再植林、森林保全、

森林減少の抑制）から生成されるものもある。森林プロジェクトについては永続性を考慮

することを求められており、オーストラリア温室効果ガス対策局（以下「AGO」という）
は森林プロジェクトからのクレジットには、非永続性に備えて何らかの方法で保険を設け

ることを推奨している。こうした背景から、森林プロジェクトを実施する場合は、複数の

プロジェクトをポートフォリオ形式で管理することにより、リスク回避を行う等の対策が

実施されている。 
 

（カーボン・オフセットの取組の規模） 

豪州におけるカーボン・オフセットへの取組は急激に増加している。カーボン・マーケ

ットの研究者によると、2005年には数社程度だったオフセット・プロバイダーが、2007年
には約 30社にまで増加するなど、市場は急激に拡大した。 
 
（政府等の取組） 
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AGOでは IPCCガイドラインに基づいた温室効果ガス排出量の算定ツール（MS EXCEL
版）をインターネットで公開している。このツールを利用することで、企業・個人の温室

効果ガス排出量を算出することができる。 
また、豪州でのクレジットの認証は、AGOに登録されている第三者認証機関（19機関）
が、AGOにより定められたプロジェクト実施ルールに則り実施している。 
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カーボン・オフセットに関する用語集（準備中） 


